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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成29年6月8日(2017.6.8)

【公開番号】特開2015-219447(P2015-219447A)
【公開日】平成27年12月7日(2015.12.7)
【年通号数】公開・登録公報2015-076
【出願番号】特願2014-104283(P2014-104283)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ  26/10     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ   2/47     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   1/113    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   26/10     　　　Ｆ
   Ｂ４１Ｊ    2/47     １０１Ｄ
   Ｈ０４Ｎ    1/04     １０４Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成29年4月17日(2017.4.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　偏向器により光束を偏向して被走査面を第１の方向に走査する光走査装置に用いられる
結像光学素子であって、
　前記結像光学素子の前記第１の方向における長さは、前記結像光学素子の光軸方向と前
記第１の方向とに垂直な第２の方向における長さよりも長く、
　前記第２の方向における両方の端部の少なくとも一方において、前記第１の方向におけ
る中央部に設けられた第１の突起部と、前記第１の方向における前記第１の突起部に対し
て一方の側に設けられた第２の突起部及び他方の側に設けられた第３の突起部と、を有し
、
　前記第１乃至第３の突起部の全ては、前記第２の方向に垂直な断面内において同一直線
上に配置されておらず、
　前記第１の突起部の高さは、前記第２及び第３の突起部の高さとは異なることを特徴と
する結像光学素子。
【請求項２】
　前記第１乃至第３の突起部は前記第２の方向における両方の端部のそれぞれに設けられ
、一方の端部における前記第１の突起部の高さは前記第２及び第３の突起部の高さよりも
低く、他方の端部における前記第１の突起部の高さは前記第２及び第３の突起部の高さよ
りも高いことを特徴とする請求項１に記載の結像光学素子。
【請求項３】
　前記一方の端部における前記第１乃至第３の突起部と前記他方の端部における前記第１
乃至第３の突起部とは、前記第２の方向に垂直な断面に投射したとき互いに重なるように
配置されていることを特徴とする請求項２に記載の結像光学素子。
【請求項４】
　前記第１乃至第３の突起部の頂部は、同一平面上に存在することを特徴とする請求項１
乃至３のいずれか１項に記載の結像光学素子。
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【請求項５】
　前記第２及び第３の突起部の高さは、互いに異なることを特徴とする請求項１乃至４の
いずれか１項に記載の結像光学素子。
【請求項６】
　前記第１の方向における端部に設けられたゲート部を備え、前記第２及び第３の突起部
のうち前記ゲート部に近い方の高さは前記ゲート部から遠い方の高さよりも短いことを特
徴とする請求項５に記載の結像光学素子。
【請求項７】
　前記第２の方向に垂直な断面内において、前記第２及び第３の突起部の中心を結んだ直
線と前記第１の突起部の中心との距離をＤｚ［ｍｍ］とするとき、
　　５≦Ｄｚ≦２０
なる条件式を満たすことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の結像光学素
子。
【請求項８】
　光束を偏向して被走査面を第１の方向に走査する偏向器と、該偏向器により偏向された
光束を被走査面に集光する結像光学系と、を備える光走査装置であって、
　前記結像光学系は、請求項１乃至７のいずれか１項に記載の結像光学素子を有すること
を特徴とする光走査装置。
【請求項９】
　前記結像光学素子の前記第１の方向に垂直な断面内での屈折力をφ１、前記結像光学系
の前記第１の方向に垂直な断面内での屈折力をφ、とするとき、
　　０．１≦｜φ１／φ｜≦０．９
なる条件式を満たすことを特徴とする請求項８に記載の光走査装置。
【請求項１０】
　前記第１の突起部は、光軸方向において前記第２及び第３の突起部よりも前記結像光学
素子の出射面の側に配置されていることを特徴とする請求項８又は９に記載の光走査装置
。
【請求項１１】
　前記第２及び第３の突起部は、前記第１の方向において前記結像光学素子の有効領域よ
りも端部の側に設けられることを特徴とする請求項８乃至１０のいずれか１項に記載の光
走査装置。
【請求項１２】
　光束を偏向して第１及び第２の被走査面を第１の方向に走査する偏向器と、該偏向器に
より偏向された光束を前記第１及び第２の被走査面に集光する第１及び第２の結像光学系
と、を備える光走査装置であって、
　前記第１の結像光学系は、第１の結像光学素子として請求項１乃至７のいずれか１項に
記載の結像光学素子を有し、かつ、前記第２の結像光学系は、第２の結像光学素子として
請求項１乃至７のいずれか１項に記載の結像光学素子を有し、
　前記第１及び第２の結像光学素子は、前記第２の方向における両方の端部が互いに反転
するように配置されていることを特徴とする光走査装置。
【請求項１３】
　前記第１及び第２の結像光学素子は、請求項２に記載の結像光学素子であることを特徴
とする請求項１２に記載の光走査装置。
【請求項１４】
　前記第１及び第２の結像光学系は、前記第１及び第２の結像光学素子よりも前記第１の
方向に垂直な断面内での屈折力が大きい第３の結像光学素子を備えることを特徴とする請
求項１２又は１３に記載の光走査装置。
【請求項１５】
　請求項８乃至１４のいずれか１項に記載の光走査装置と、該光走査装置によって前記被
走査面に形成された静電潜像をトナー像として現像する現像器と、現像された前記トナー
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像を被転写材に転写する転写器と、転写された前記トナー像を被転写材に定着させる定着
器と、を有することを特徴とする画像形成装置。
【請求項１６】
　請求項８乃至１４のいずれか１項に記載の光走査装置と、外部機器から出力されたコー
ドデータを画像信号に変換して前記光走査装置に入力するプリンタコントローラとを有す
ることを特徴とする画像形成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明に係る結像光学素子は、偏向器により光束を偏向し
て被走査面を第１の方向に走査する光走査装置に用いられる結像光学素子であって、前記
結像光学素子の前記第１の方向における長さは、前記結像光学素子の光軸方向と前記第１
の方向とに垂直な第２の方向における長さよりも長く、前記第２の方向における両方の端
部の少なくとも一方において、前記第１の方向における中央部に設けられた第１の突起部
と、前記第１の方向における前記第１の突起部に対して一方の側に設けられた第２の突起
部及び他方の側に設けられた第３の突起部と、を有し、前記第１乃至第３の突起部の全て
は、前記第２の方向に垂直な断面内において同一直線上に配置されておらず、前記第１の
突起部の高さは、前記第２及び第３の突起部の高さとは異なることを特徴とする。
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